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議
事
日
程
第
五
号

令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
（
水
曜
日
）

午
後
二
時
開
議

第

一
、
議
案
第
一
一
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
九
号
）

第

二
、
議
案
第
一
二
号

令

和

五

年

度

秋

田

県

証

紙

特

別

会

計

補

正

予

算

（
第
一
号
）

第

三
、
議
案
第
一
三
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
一
号
）

第

四
、
議
案
第
一
四
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
就
農
支
援
資
金
貸
付
事
業
等
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

第

五
、
議
案
第
一
五
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
中
小
企
業
設
備
導
入
助
成
資
金
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

第

六
、
議
案
第
一
六
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
土
地
取
得
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）

第

七
、
議
案
第
一
七
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
工
業
団
地
開
発
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
二
号
）

第

八
、
議
案
第
一
八
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

第

九
、
議
案
第
一
九
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
市
町
村
振
興
資
金
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
一
号
）

第
一
〇
、
議
案
第
二
〇
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

第
一
一
、
議
案
第
二
一
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
秋
田
港
飯
島
地
区
工
業
用
地
整
備
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

第
一
二
、
議
案
第
二
二
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
一
号
）

第
一
三
、
議
案
第
二
三
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
公
債
費
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）

第
一
四
、
議
案
第
二
四
号

令
和
五
年
度
地
方
独
立
行
政
法
人
秋
田
県
立
病
院
機
構
施

設
整
備
等
貸
付
金
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

第
一
五
、
議
案
第
二
五
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

第
一
六
、
議
案
第
二
六
号

令

和

五

年

度

秋

田

県

電

気

事

業

会

計

補

正

予

算

（
第
二
号
）

第
一
七
、
議
案
第
二
七
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

第
一
八
、
議
案
第
二
八
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
四
号
）

第
一
九
、
議
案
第
二
九
号

秋
田
県
公
債
費
管
理
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

第
二
〇
、
議
案
第
三
〇
号

令
和
五
年
度
自
然
公
園
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
負
担

の
変
更
に
つ
い
て

第
二
一
、
議
案
第
三
一
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

第
二
二
、
議
案
第
三
二
号

令
和
五
年
度
県
営
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部

負
担
の
変
更
に
つ
い
て

第
二
三
、
議
案
第
三
三
号

令
和
五
年
度
水
産
基
盤
整
備
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部

負
担
の
変
更
に
つ
い
て

第
二
四
、
議
案
第
三
四
号

令
和
五
年
度
林
道
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
負
担
の
変

更
に
つ
い
て

第
二
五
、
議
案
第
三
五
号

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

第
二
六
、
議
案
第
三
六
号

令
和
五
年
度
都
市
計
画
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
負
担

の
変
更
に
つ
い
て

第
二
七
、
議
案
第
三
七
号

令
和
五
年
度
秋
田
湾
・
雄
物
川
流
域
下
水
道
事
業
に
要
す

る
経
費
の
一
部
負
担
の
変
更
に
つ
い
て

第
二
八
、
議
案
第
三
八
号

令
和
五
年
度
米
代
川
流
域
下
水
道
事
業
に
要
す
る
経
費
の
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一
部
負
担
の
変
更
に
つ
い
て

第
二
九
、
議
案
第
三
九
号

令
和
五
年
度
県
南
地
区
広
域
汚
泥
資
源
化
事
業
に
要
す
る

経
費
の
一
部
負
担
の
変
更
に
つ
い
て

第
三
〇
、
議
案
第
四
〇
号

令
和
五
年
度
流
域
下
水
道
汚
泥
焼
却
施
設
の
維
持
管
理
に

要
す
る
経
費
の
一
部
負
担
の
変
更
に
つ
い
て

第
三
一
、
議
案
第
四
一
号

令
和
五
年
度
流
域
下
水
道
汚
泥
炭
化
施
設
の
維
持
管
理
に

要
す
る
経
費
の
一
部
負
担
の
変
更
に
つ
い
て

第
三
二
、
議
案
第
四
二
号

令
和
五
年
度
県
北
地
区
広
域
汚
泥
処
理
施
設
の
維
持
管
理

に
要
す
る
経
費
の
一
部
負
担
の
変
更
に
つ
い
て

第
三
三
、
議
案
第
四
三
号

令
和
五
年
度
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の

一
部
負
担
の
変
更
に
つ
い
て

第
三
四
、
議
案
第
四
四
号

財
産
の
取
得
に
つ
い
て

第
三
五
、
議
案
第
四
五
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

第
三
六
、
議
案
第
四
六
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

議
事
日
程
に
同
じ

午
後
二
時
開
議

本
日
の
出
席
議
員

四
十
一
名

一

番

佐

藤

光

子

二

番

櫻

田

憂

子

三

番

山

形

健

二

四

番

高

橋

健

五

番

武

内

伸

文

六

番

小
棚
木

政

之

七

番

髙

橋

豪

八

番

瓜

生

望

九

番

島

田

薫

十

番

松

田

豊

臣

十

一

番

加
賀
屋

千
鶴
子

十

二

番

薄

井

司

十

三

番

佐

藤

正
一
郎

十

四

番

宇
佐
見

康

人

十

五

番

住

谷

達

十

六

番

児

玉

政

明

十

七

番

小

山

緑

郎

十

八

番

小

野

一

彦

十

九

番

鈴

木

真

実

二

十

番

沼

谷

純

二
十
一
番

加

藤

麻

里

二
十
二
番

小

原

正

晃

二
十
三
番

三

浦

茂

人

二
十
四
番

佐
々
木

雄

太

二
十
五
番

杉

本

俊
比
古

二
十
六
番

鈴

木

健

太

二
十
七
番

佐

藤

信

喜

二
十
八
番

今

川

雄

策

二
十
九
番

髙

橋

武

浩

三

十

番

石

田

寛

三
十
一
番

渡

部

英

治

三
十
二
番

北

林

丈

正

三
十
三
番

竹

下

博

英

三
十
四
番

原

幸

子

三
十
五
番

工

藤

嘉

範

三
十
六
番

加

藤

鉱

一

三
十
七
番

三

浦

英

一

三
十
八
番

柴

田

正

敏

三
十
九
番

川

口

一

四

十

番

鶴

田

有

司

四
十
一
番

鈴

木

洋

一

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者

知

事

佐

竹

敬

久

副

知

事

神

部

秀

行

副

知

事

猿

田

和

三

理

事

佐
々
木

薫

理

事

丹

治

純

子

総

務

部

長

長

嶋

直

哉

総
務
部
危
機
管
理
監(

兼)

伊

藤

真

人

広

報

監

企

画

振

興

部

長

久

米

寿
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あ
き
た
未
来
創
造
部
長

水

澤

里

利

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長

石

黒

道

人

健

康

福

祉

部

長

高

橋

一

也

生

活

環

境

部

長

川

村

之

聡

農

林

水

産

部

長

齋

藤

正

和

産

業

労

働

部

長

石

川

定

人

建

設

部

長

川

辺

透

会
計
管
理
者
（
兼
）

小

西

弘

紀

出

納

局

長

財

政

課

長

齊

藤

大

幸

教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

警

察

本

部

長

森

田

正

敏

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

諸
般
の
報
告
は
、
お
手
元
の
議
長
報
告
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
朗
読
を
省

略
い
た
し
ま
す
。

議

長

報

告

（
朗
読
省
略
）

一
、
二
月
二
十
八
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
予
算
特
別
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提

出
さ
れ
た
。

議
案
第
一
一
号

同

第
一
二
号

(1)

(2)

同

第
一
三
号

同

第
一
四
号

(3)

(4)

同

第
一
五
号

同

第
一
六
号

(5)

(6)

同

第
一
七
号

同

第
一
八
号

(7)

(8)

同

第
一
九
号

同

第
二
〇
号

(9)

(10)

同

第
二
一
号

同

第
二
二
号

(11)

(12)

同

第
二
三
号

同

第
二
四
号

(13)

(14)

同

第
二
五
号

同

第
二
六
号

(15)

(16)

同

第
二
七
号

同

第
二
八
号

(17)

(18)

一
、
二
月
二
十
八
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
総
務
企
画
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提

出
さ
れ
た
。

議
案
第
二
九
号

(1)
一
、
二
月
二
十
八
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
福
祉
環
境
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提

出
さ
れ
た
。

議
案
第
三
〇
号

(1)
一
、
二
月
二
十
八
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
農
林
水
産
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提

出
さ
れ
た
。

議
案
第
三
一
号

同

第
三
二
号

(1)

(2)

同

第
三
三
号

同

第
三
四
号

(3)

(4)

一
、
二
月
二
十
八
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
産
業
観
光
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提

出
さ
れ
た
。

議
案
第
三
五
号

(1)
一
、
二
月
二
十
八
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
建
設
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提
出
さ

れ
た
。

議
案
第
三
六
号

同

第
三
七
号

(1)

(2)

同

第
三
八
号

同

第
三
九
号

(3)

(4)

同

第
四
〇
号

同

第
四
一
号

(5)

(6)

同

第
四
二
号

同

第
四
三
号

(7)

(8)

同

第
四
四
号

(9)
一
、
二
月
二
十
八
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
教
育
公
安
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提
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出
さ
れ
た
。

議
案
第
四
五
号

同

第
四
六
号

(1)

(2)

一
、
令
和
五
年
十
月
五
日
、
監
査
委
員
か
ら
、
監
査
結
果
に
関
す
る
報
告
が
あ
り
、
二

月
二
十
六
日
、
各
議
員
に
配
付
し
た
。

一
、
委
員
会
に
付
託
し
た
請
願
は
、
別
紙
「
請
願
文
書
表
（
第
一
号
）
」
の
と
お
り
で

あ
る
。

監
査
報
告
書

登
載
省
略

【
令
和
六
年
第
一
回
定
例
会
（
二
月
議
会
）
請
願
文
書
表

（
第
一
号
）
は
巻
末
に
登
載
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

日
程
第
一
、
議
案
第
十
一1

号
か
ら
日
程
第
三
十
六
、

議
案
第
四
十
六
号
ま
で
の
議
案
三
十
六
件
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

各
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。
は
じ
め
に
、
予
算
特
別
委
員
長
の
報
告
を
求
め

ま
す
。

【
三
十
五
番
（
予
算
特
別
委
員
長
工
藤
嘉
範
議
員
）
登
壇
】

●
予
算
特
別
委
員
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の
う

ち
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
十
一
号
な
ど
予
算
案
十
八
件
に
つ
い

て
、
本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
委
員
会
で
審
査
し
た
案
件
は
、
一
般
会
計
で
は
、
議
案
第
十
一
号
令
和
五
年
度

秋
田
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
九
号
）
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
一
般
会
計
補
正
予
算
案
は
、
大
雨
災
害
関
連
経
費
や
財
政
調
整
基
金
等
の

積
み
増
し
の
ほ
か
、
決
算
見
込
み
に
伴
う
事
業
費
の
増
減
な
ど
に
つ
い
て
計
上
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
総
額
は
、
百
九
十
八
億
八
千
五
百
八
十
五
万
円
の
減
額
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
、
六
千
四
百
三
十
四
億
二
千
六
百
五
十
六
万

円
と
な
り
ま
す
。

次
に
、
特
別
会
計
で
は
、
議
案
第
十
二
号
令
和
五
年
度
秋
田
県
証
紙
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
一
号
）
で
、
四
百
十
八
万
円
を
増
額
す
る
な
ど
、
十
四
件
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
公
営
企
業
会
計
で
は
、
議
案
第
二
十
六
号
令
和
五
年
度
秋
田
県
電
気
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
で
、
三
億
六
千
四
百
二
十
八
万
円
を
減
額
す
る
な
ど
、

三
件
で
あ
り
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
各
分
科
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
総
務
企
画
分
科
会
で
は
、
「
秋
田
県
こ
ど
も
計
画
策
定
事
業
に
係
る
債
務

負
担
行
為
の
設
定
」
な
ど
に
関
し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
福
祉
環
境
分
科
会
で
は
、
「
障
害
児
・
者
施
設
整
備
補
助
事
業
」
、
「
環

境
保
全
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業
」
な
ど
に
関
し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
農
林
水
産
分
科
会
で
は
、
「
農
地
中
間
管
理
総
合
対
策
事
業
」
な
ど
に
関

し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
産
業
観
光
分
科
会
で
は
、
「
地
域
主
体
に
よ
る
大
館
能
代
空
港
活
性
化
支

援
事
業
」
、
「
制
度
融
資
事
業
費
」
な
ど
に
関
し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
建
設
分
科
会
で
は
、
「
窓
口
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
推
進
事
業
」
な
ど
に

関
し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
教
育
公
安
分
科
会
で
は
、
「
県
立
学
校
施
設
等
災
害
復
旧
事
業
」
な
ど
に

関
し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
議
案
第
二
十
六
号
は
賛
成
多
数
を

も
っ
て
、
議
案
第
十
一
号
か
ら
議
案
第
二
十
五
号
、
議
案
第
二
十
七
号
及
び
議
案
第

二
十
八
号
、
以
上
十
七
件
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

総
務
企
画
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
五
番
（
総
務
企
画
委
員
長
住
谷
達
議
員
）
登
壇
】

●
総
務
企
画
委
員
長
（
住
谷
達
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の
う
ち
、

総
務
企
画
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
二
十
九
号
の
条
例
案
一
件
に
つ
い
て
、
本

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
を
行
い
、
討
論
な
く
、
採

決
の
結
果
、
議
案
第
二
十
九
号
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

福
祉
環
境
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
三
番
（
福
祉
環
境
委
員
長
佐
藤
正
一
郎
議
員
）
登
壇
】

●
福
祉
環
境
委
員
長
（
佐
藤
正
一
郎
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の

う
ち
、
福
祉
環
境
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
三
十
号
の
そ
の
他
の
議
案
一
件
に

つ
い
て
、
本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結

果
、
議
案
第
三
十
号
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

農
林
水
産
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
二
十
五
番
（
農
林
水
産
委
員
長
杉
本
俊
比
古
議
員
）
登
壇
】

●
農
林
水
産
委
員
長
（
杉
本
俊
比
古
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の

う
ち
、
農
林
水
産
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
三
十
一
号
な
ど
そ
の
他
の
議
案
四

件
に
つ
い
て
、
本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
を
行
い
、
討
論
な
く
、
採

決
の
結
果
、
議
案
第
三
十
一
号
外
三
件
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

産
業
観
光
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
四
番
（
産
業
観
光
委
員
長
宇
佐
見
康
人
議
員
）
登
壇
】

●
産
業
観
光
委
員
長
（
宇
佐
見
康
人
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の

う
ち
、
産
業
観
光
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
三
十
五
号
の
そ
の
他
の
議
案
一
件

に
つ
い
て
、
本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の

主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

産
業
労
働
部
関
係
の
議
案
第
三
十
五
号
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
債
務
者
で
あ
る
協
業
組
合
に
対
す
る
、
中
小
企
業
高
度
化
資
金

の
未
収
金
四
千
百
三
十
万
三
千
円
の
債
権
を
放
棄
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
組
合
の
不

動
産
も
含
め
て
、
残
余
財
産
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
組
合

所
有
の
土
地
、
建
物
に
つ
い
て
は
、
県
が
担
保
物
権
を
設
定
し
て
い
た
た
め
、
既
に

売
却
処
分
を
し
、
売
却
額
を
弁
済
に
充
当
し
て
い
る
。
ほ
か
に
組
合
所
有
の
財
産
は

確
認
で
き
ず
、
連
帯
保
証
人
に
つ
い
て
も
、
調
査
し
た
結
果
、
売
却
で
き
る
財
産
は

所
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
権
利
放
棄
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、

ど
う
な
る
の
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
高
度
化
資
金
に
つ
い
て
は
、
県
が
中
小
企

業
基
盤
整
備
機
構
か
ら
の
借
入
金
に
上
乗
せ
し
て
貸
し
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
議
決

が
な
い
ま
ま
消
滅
時
効
に
か
か
っ
た
場
合
は
、
機
構
が
負
担
し
た
貸
付
金
額
を
県
が

償
還
す
る
義
務
が
生
じ
る
。
こ
の
た
め
、
今
回
の
提
案
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
議
案
第
三
十
五
号
は
、
全
会
一
致

を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
所
管
事
項
審
査
に
お
け
る
主
な
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
関
係
の
「
新
県
立
体
育
館
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
発
注
に
向
け
た
実
施

方
針
等
と
今
後
の
手
続
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。

実
施
方
針
と
と
も
に
公
表
す
る
要
求
水
準
書
案
の
基
本
的
な
考
え
方
の
中
に
、
ア

リ
ー
ナ
は
、
Ｂ
プ
レ
ミ
ア
基
準
を
上
回
る
六
千
席
以
上
を
確
保
す
る
こ
と
、
と
あ
る

が
、
上
限
と
し
て
は
ど
れ
ぐ
ら
い
を
見
込
ん
で
い
る
の
か
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
新

県
立
体
育
館
整
備
基
本
計
画
に
お
い
て
、
整
備
費
を
約
百
九
十
億
円
と
し
、
施
設
規

模
も
示
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
範
囲
内
で
の
事
業
者
の
創
意
工
夫
を
期
待
し
た
い
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
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次
に
、
「
新
ス
タ
ジ
ア
ム
整
備
計
画
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。

計
画
で
は
ブ
ラ
ウ
ブ
リ
ッ
ツ
秋
田
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
す
る
整
備
会
社
が
、
整

備
費
三
十
億
円
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｊ
リ
ー
グ

側
か
ら
、
ク
ラ
ブ
の
経
営
規
模
で
は
調
達
が
難
し
い
金
額
で
は
な
い
か
と
指
摘
を
受

け
て
い
る
が
、
県
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
と
た
だ
し
た
の

に
対
し
、
ブ
ラ
ウ
ブ
リ
ッ
ツ
秋
田
か
ら
は
、
資
金
調
達
に
向
け
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
企

業
や
県
内
外
の
サ
ポ
ー
タ
ー
等
に
積
極
的
に
協
力
を
呼
び
か
け
て
い
く
た
め
に
は
、

建
設
地
の
確
定
が
重
要
で
あ
る
と
伺
っ
て
お
り
、
今
般
、
県
と
秋
田
市
で
合
意
し
た

こ
と
か
ら
、
ク
ラ
ブ
に
は
今
後
、
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

建
設
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
六
番
（
建
設
委
員
長
児
玉
政
明
議
員
）
登
壇
】

●
建
設
委
員
長
（
児
玉
政
明
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の
う
ち
、

建
設
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
三
十
六
号
な
ど
そ
の
他
の
議
案
九
件
に
つ
い
て
、

本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
を
行
い
、
討
論
な
く
、
採

決
の
結
果
、
議
案
第
三
十
六
号
外
八
件
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

教
育
公
安
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
七
番
（
教
育
公
安
委
員
長
小
山
緑
郎
議
員
）
登
壇
】

●
教
育
公
安
委
員
長
（
小
山
緑
郎
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の
う

ち
、
教
育
公
安
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
四
十
五
号
な
ど
そ
の
他
の
議
案
二
件

に
つ
い
て
、
本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結

果
、
議
案
第
四
十
五
号
及
び
議
案
第
四
十
六
号
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

以
上
で
各
委
員
長
の
報
告
は
終
わ
り
ま
し
た
。

各
委
員
長
に
対
す
る
質
疑
を
行
い
ま
す
。

【
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

質
疑
は
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、
議
案
第

二
十
六
号
を
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。
本
件
を
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ

と
に
賛
成
の
方
、
御
起
立
願
い
ま
す
。

【
賛
成
者
起
立
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

起
立
者
過
半
数
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
二
十

六
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
残
り
の
議
案
三
十
五
件
を
一
括
し
、
採
決
い
た
し
ま
す
。
以
上
の
議
案
三

十
五
件
は
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
議
案
第
十
一
号
外
議

案
三
十
四
件
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
、
全
部
終
了
し
ま
し
た
。

本
日
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
二
時
十
五
分
散
会


